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監 査 公 表 第 13号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 等 か ら 措

置 結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 12月 17日

高 知 県 監 査 委 員

３ 高 行 管 第 252号

令 和 ３ 年 11月 12日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

定 期 監 査 の 結 果 に 対 す る 措 置 結 果 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ９ 月 10日 付 け ３ 高 監 報 第 ７ 号 で 報 告 の あ り ま し た う え

の こ と に つ い て 、 指 摘 事 項 の あ っ た 機 関 か ら の 措 置 状 況 の 報 告 を

も と に 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 通

知 し ま す 。

記

第 １ 意 見 に お い て 措 置 を 求 め ら れ た も の

１ 意 見

事 務 処 理 の 誤 り の 多 く は 、 担 当 者 の 会 計 事 務 に 対 す る 知 識

不 足 や 確 認 不 足 と 、 決 裁 の 過 程 で 上 司 が そ の 誤 り を 是 正 で き

て い な い こ と に 起 因 し て い る 。

事 務 処 理 に 当 た っ て は 、 担 当 者 は そ の 根 拠 を 自 ら 確 認 し 行

う と と も に 、 管 理 職 員 も 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を 行 わ

れ た い 。

２ 意 見 に 対 す る 措 置 状 況

引 き 続 き 日 頃 の 支 出 審 査 や 会 計 検 査 等 を 通 じ て 、 会 計 事 務

の 法 的 根 拠 等 基 本 と な る 考 え 方 を 指 導 す る こ と や 会 計 事 務 の

基 礎 研 修 、 実 務 研 修 の 実 施 に よ り 、 職 員 が 会 計 事 務 へ の 理 解

を 深 め 、 知 識 を 向 上 で き る よ う 取 り 組 み ま す 。

ま た 、 各 所 属 の 決 裁 過 程 で チ ェ ッ ク の 要 と な る 課 長 補 佐 等

に 対 す る 会 計 書 類 や 契 約 書 を 確 認 す る 際 の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト

に 重 点 を 置 い た 研 修 、 所 属 か ら の 依 頼 に 応 じ た 出 前 研 修 の 実

施 に よ り 、 組 織 と し て の チ ェ ッ ク 機 能 の 強 化 を 図 り ま す 。

さ ら に は 、 昨 年 度 か ら 運 用 を 開 始 し た 内 部 統 制 制 度 へ の 対

応 の 充 実 を 図 る た め 、 事 務 処 理 の 誤 り に つ い て 、 過 去 の 事 例

や 他 所 属 の 事 例 を 情 報 共 有 す る こ と で 、 リ ス ク に 対 す る 各 所

属 の 自 己 点 検 機 能 の 強 化 や 職 員 の ス キ ル ア ッ プ を 図 り 、 適 正

な 会 計 事 務 の 執 行 に 取 り 組 み ま す 。

第 ２ 指 摘 事 項 の 該 当 機 関

１ 総 務 部 デ ジ タ ル 政 策 課

(１ ) 指 摘 事 項



令 和 ２ 年 ７ 月 に １ 日 も 出 勤 し て い な い 会 計 年 度 任 用 職 員

に 対 し て 、 本 来 支 給 す る こ と が で き な い 同 月 分 の 通 勤 手 当

に 相 当 す る 額 を 支 給 し て い た 。

こ れ は 、 職 員 が 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、

支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 期 間

の 全 日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な る と き は 、 当 該 支

給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 は 、 支 給 す る こ と が で き な い

と 定 め た 、 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 33年 高 知 県 人 事 委

員 会 規 則 第 10号 ） 第 15条 の 規 定 と 同 様 の 取 扱 い に し な け れ

ば な ら な い こ と に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必

要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

会 計 年 度 任 用 職 員 （ パ ー ト タ イ ム ） の 通 勤 手 当 に 相 当 す

る 額 に つ い て は 、 総 務 事 務 セ ン タ ー に 対 し 、 毎 月 シ ス テ ム

に よ り 支 給 の 可 否 を 報 告 す る こ と と な っ て お り 、 当 該 職 員

に つ い て は 、 ７ 月 の 勤 務 状 況 報 告 時 点 で は 出 勤 の 可 能 性 が

あ っ た た め 支 給 停 止 は 行 わ ず 、 翌 月 の 報 告 時 に 不 支 給 と す

る 手 続 き を 行 い ま し た 。

通 常 、 過 払 と な っ て い る 通 勤 手 当 に 相 当 す る 額 は 、 こ の

手 続 き を 行 う こ と で 、 翌 月 支 給 さ れ る 給 与 と 相 殺 さ れ る と

こ ろ で す が 、 当 該 職 員 が 引 き 続 き 休 職 と な り 、 翌 月 の 給 与

の 支 給 が な か っ た こ と か ら 、 シ ス テ ム 上 で 自 動 的 に 相 殺 す

る 処 理 を 行 う こ と が で き ま せ ん で し た 。

今 回 の 事 案 に つ い て は 、 通 勤 手 当 に 相 当 す る 額 の 相 殺 処

理 が で き て い な い 事 実 を 把 握 し て い な か っ た た め 、 過 払 と

な っ た ま ま 年 度 を 終 了 し た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

当 該 通 勤 手 当 に 相 当 す る 額 に つ い て は 、 す で に 返 還 さ れ

て い ま す 。

今 後 、 同 様 の ケ ー ス が 生 じ た 場 合 、 総 務 事 務 セ ン タ ー に

対 し 、 シ ス テ ム の 運 用 保 守 業 者 か ら エ ラ ー 発 生 の 連 絡 が さ

れ る こ と と な っ て い ま す が 、 さ ら に 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の

給 与 等 に つ い て 、 支 給 調 書 等 の 確 認 を 徹 底 す る と と も に 、

特 に 今 回 の よ う な 変 則 的 な 事 務 処 理 が あ っ た 場 合 に は 、 総

務 事 務 セ ン タ ー と 連 絡 を と り な が ら 、 適 正 な 事 務 処 理 に 努

め ま す 。

２ 子 ど も ・ 福 祉 政 策 部 障 害 福 祉 課

(１ ) 指 摘 事 項

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業 （ 障 害 分 ）

実 施 要 綱 に 基 づ く 申 請 受 付 及 び 支 払 事 務 に 関 す る 委 託 契 約

に お い て 、 減 額 の 変 更 契 約 を 締 結 す る 際 に 支 出 負 担 行 為 決

議 書 （ 変 更 ） を 作 成 し て い な か っ た 。

こ れ は 、 支 出 負 担 行 為 を し よ う と す る と き は 、 支 出 負 担

行 為 決 議 書 に よ り 決 議 す る こ と を 定 め た 、 高 知 県 会 計 規 則



（ 平 成 ４ 年 高 知 県 規 則 第 ２ 号 ） 第 43条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 委 託 契 約 に つ い て は 、 契 約 締 結 後 、 支 払 期 日 に 関 す

る 契 約 変 更 を ３ 回 行 っ た 際 に 、 金 額 の 変 更 を 伴 わ な か っ た

こ と か ら 回 議 書 に よ り 決 議 を し て い ま し た 。

こ の た め 、 契 約 額 を 減 額 す る ４ 回 目 の 変 更 契 約 に お い て

は 、 本 来 、 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り 決 議 す る 必 要 が あ っ

た に も か か わ ら ず 、 そ れ ま で の 変 更 契 約 と 同 様 に 回 議 書 に

よ り 決 議 を し て し ま っ た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

誤 っ た 事 務 処 理 に つ い て 課 内 全 員 で 共 有 し 、 同 様 の 誤 っ

た 処 理 が 発 生 し な い よ う 周 知 を 図 り ま し た 。

ま た 、 今 後 、 契 約 に 係 る 事 務 手 続 き に お い て は 、 会 計 管

理 課 が 発 行 し て い る 「 契 約 事 務 の ポ イ ン ト 」 の チ ェ ッ ク シ

ー ト を 添 付 し 、 担 当 者 か ら 決 裁 者 ま で 全 員 が 手 続 き 等 に 誤

り が な い か を 確 認 す る こ と に よ り 、 組 織 と し て 再 発 防 止 に

努 め ま す 。

３ 商 工 労 働 部 経 営 支 援 課

(１ ) 指 摘 事 項

商 店 街 等 振 興 計 画 推 進 事 業 費 補 助 金 に お い て 、 補 助 事 業

者 か ら 経 費 配 分 の 変 更 交 付 申 請 が 提 出 さ れ 、 補 助 金 額 が 減

額 と な る に も か か わ ら ず 、 変 更 交 付 決 定 及 び 支 出 負 担 行 為

の 減 額 を 行 っ て い な か っ た 。

こ れ は 、 商 店 街 等 振 興 計 画 推 進 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 反 す る と と も に 、 支 出 負 担 行 為 を し よ

う と す る と き は 、 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り 決 議 す る こ と

を 定 め た 、 高 知 県 会 計 規 則 第 43条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不

適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

補 助 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た 変 更 交 付 申 請 の 内 容 が 、 補 助

対 象 経 費 の 区 分 ご と に 20パ ー セ ン ト を 超 え る 経 費 配 分 額 の

変 更 で あ っ た が 、 補 助 金 総 額 に つ い て は 20パ ー セ ン ト を 超

え る 減 額 で は な か っ た た め 、 本 来 で あ れ ば 支 出 負 担 行 為 を

変 更 す る べ き と こ ろ を 誤 認 し 、 支 出 負 担 行 為 決 議 書 を 作 成

せ ず 変 更 承 認 を 行 っ た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

管 理 職 員 か ら 担 当 者 ま で 補 助 金 交 付 要 綱 、 補 助 金 事 務 に

関 す る 資 料 を 再 確 認 す る と と も に 、 補 助 事 業 者 へ の 聞 き 取

り を 頻 繁 に 行 う な ど 、 事 業 の 進 捗 状 況 を し っ か り 把 握 し て

早 め の 対 応 が 取 れ る よ う 徹 底 す る こ と で 、 高 知 県 補 助 金 等

交 付 規 則 は も と よ り 高 知 県 会 計 規 則 等 関 係 法 令 に 則 っ た 適
のっと

正 な 事 務 処 理 に 努 め ま す 。



４ 観 光 振 興 部 観 光 政 策 課

(１ ) 指 摘 事 項

別 途 食 糧 費 が 支 出 さ れ て い た に も か か わ ら ず 、 宿 泊 諸 費

の 減 額 を 行 っ て い な い た め 、 旅 費 が 過 払 と な っ て い た 。

夕 食 代 に 相 当 す る 経 費 が 別 途 食 糧 費 等 で 支 出 さ れ る 場 合

は 、 総 務 部 長 通 知 （ 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 等 の 施 行 に 伴 う 旅 費 の 取 扱 い に つ い て ） に 基 づ き

宿 泊 諸 費 を 減 じ た 旅 費 を 支 給 し な け れ ば な ら な い と こ ろ 、

減 額 を 行 っ て い な か っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の

事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 経 費 を 支 弁 す る と 定 め た 、 地

方 自 治 法 第 232条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理

で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必

要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

本 件 は 、 食 糧 費 の 経 費 支 出 伺 に 旅 費 の 別 途 調 整 が 必 要 な

旨 の 記 載 は し て い た も の の 、 旅 費 シ ス テ ム 上 で 旅 行 命 令 簿

を 作 成 す る 際 に 、 そ の 旨 の 入 力 が で き て お ら ず 、 事 務 処 理

時 の チ ェ ッ ク 機 能 が 十 分 機 能 し て い な か っ た こ と に よ り 過

払 と な っ て い た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

事 案 判 明 後 、 過 払 と な っ て い た 旅 費 に つ い て 再 計 算 を 行

い 、 該 当 す る 職 員 か ら 差 額 の 返 還 を 受 け ま し た 。

今 後 は 、 経 費 支 出 伺 か ら 支 払 ま で の 一 連 の 事 務 処 理 を 総

務 担 当 者 が 確 認 で き る よ う 、 事 業 担 当 者 は 経 費 支 出 伺 の 回

議 書 を 総 務 担 当 者 に も 回 し 、 旅 行 命 令 簿 を 作 成 す る 際 に は

総 務 担 当 者 を 閲 覧 者 に 入 れ る と と も に 、 総 務 担 当 者 は 旅 行

命 令 の 内 容 を 確 認 し た 旨 を 経 費 支 出 伺 の 回 議 書 に 追 記 す る

こ と を 徹 底 し ま す 。 併 せ て 、 チ ー フ 、 管 理 職 員 の ラ イ ン で

も 抜 か り な い か チ ェ ッ ク を 行 い 、 再 発 防 止 に 努 め ま す 。

５ 農 業 振 興 部 環 境 農 業 推 進 課

(１ ) 指 摘 事 項

令 和 ２ 年 度 高 知 県 環 境 保 全 型 農 業 直 接 支 払 交 付 金 を 過 大

に 支 出 し て い た 。

こ れ は 、 補 助 事 業 者 か ら 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 際 、 報

告 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 基 づ か ず 、 過 大 に 交 付 金 の 確 定 を

行 い 支 出 し て い た も の で あ り 、 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 当 該

普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 経 費 を 支

弁 す る と 定 め た 、 地 方 自 治 法 第 232条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必

要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 交 付 金 は 、 市 町 村 か ら 対 象 農 家 に 支 払 う 交 付 金 で あ



り 、 交 付 金 の 負 担 割 合 は 国 １ ／ ２ ・ 県 １ ／ ４ ・ 市 町 村

１ ／ ４ と な っ て い ま す 。

令 和 ２ 年 度 事 業 終 了 後 、 ４ 月 上 旬 に 市 町 村 か ら 県 に 提 出

さ れ た 実 績 報 告 を 検 査 し て い た 際 、 交 付 決 定 金 額 と 市 町 村

が 対 象 農 家 に 支 払 っ た 金 額 と が 異 な っ て い た た め 、 市 町 村

に 確 認 し た と こ ろ 、 過 少 に 支 出 し て い た こ と が 判 明 し ま し

た 。

対 象 農 家 は 計 画 ど お り に 取 組 を 完 了 し て お り 落 ち 度 が な

い こ と を 最 重 視 し 、 ま た 、 当 該 市 町 村 が 差 額 分 を 対 象 農 家

に 追 加 で 支 払 う こ と を 確 認 で き た こ と 、 国 と の 協 議 に よ り

国 が 交 付 金 を 支 払 う 判 断 を し た こ と か ら 、 県 と し て 交 付 決

定 通 知 ど お り の 額 を 支 出 す る こ と が 適 当 で あ る と 判 断 し 、

支 出 し ま し た 。

し か し 、 交 付 金 事 業 と し て は 、 事 業 年 度 内 に 農 家 に 支 払

わ れ た 金 額 の 範 囲 が 対 象 と さ れ て い る に も か か わ ら ず 、 そ

の 範 囲 を 超 え て 支 出 し た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

今 回 の 指 摘 を 受 け て 、 国 に 状 況 を 説 明 し 、 今 後 の 対 応 に

つ い て 早 急 に 協 議 を 行 い ま す 。

本 年 度 事 業 に つ い て は 、 ３ 月 の 変 更 交 付 決 定 時 に 、 交 付

金 の 検 査 に 当 た っ て は 、 ２ 月 に 県 に 報 告 し た 実 施 状 況 報 告

書 と 事 業 者 の 取 組 面 積 、 交 付 金 の 金 額 が 一 致 し て い る こ と

を 一 層 の 注 意 を 払 っ て 確 認 す る よ う 、 市 町 村 に 文 書 で 周 知

徹 底 し 、 再 発 防 止 を 図 り ま す 。

６ 林 業 振 興 ・ 環 境 部 木 材 産 業 振 興 課

(１ ) 指 摘 事 項

土 佐 材 パ ー ト ナ ー 企 業 登 録 証 盾 の う ち ２ 社 分 に つ い て 、

誤 っ た 記 載 内 容 で 発 注 し た こ と に よ り 、 正 し い 内 容 の 盾 を

追 加 作 成 し て い た 。

適 正 な 事 務 処 理 を 行 っ て い れ ば 不 要 で あ っ た 支 出 が 発 生

し た も の で あ る 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の

事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 経 費 を 支 弁 す る と 定 め た 、 地

方 自 治 法 第 232条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理

で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

令 和 元 年 10月 17日 か ら 令 和 ２ 年 ５ 月 21日 ま で に 登 録 し た

土 佐 材 パ ー ト ナ ー 企 業 （ ８ 社 ） 用 の 木 製 盾 を 一 括 し て 発 注

す る 際 に 、 経 費 支 出 伺 に 添 付 し た 盾 の 様 式 例 の 知 事 名 が 現

知 事 名 に な っ て い ま し た 。

現 知 事 の 就 任 日 の 令 和 元 年 12月 ７ 日 以 前 に 登 録 し た ２ 社

に つ い て は 、 前 知 事 名 で 作 成 す る べ き も の で あ り 、 経 費 支

出 伺 に 添 付 し た 一 覧 表 に は 、 事 業 者 ご と の 「 協 定 年 月 日 」

を 記 載 し て い ま し た が 、 決 裁 の 過 程 で 気 付 く こ と が で き な



か っ た こ と に よ る も の で す 。 ま た 、 加 工 前 の 最 終 校 正 デ ー

タ の 確 認 が 担 当 任 せ に な っ て い ま し た 。

(３ ) 措 置 状 況

今 回 の 指 摘 事 項 、 事 務 処 理 の 経 緯 及 び 再 発 防 止 策 を 記 載

し た 文 書 に よ り 、 課 内 に 注 意 喚 起 を 行 い ま し た 。

再 発 防 止 と し て 、 物 品 や 印 刷 物 （ 冊 子 、 パ ン フ レ ッ ト

等 ） 製 作 に 当 た っ て は 、 当 該 製 作 物 の 根 拠 と な る 時 期 （ 登

録 日 、 発 行 日 等 ） に 応 じ た 記 載 内 容 （ 知 事 名 、 日 付 等 ） と

な っ て い る か を 決 裁 及 び 校 正 の 際 に 、 複 数 名 で 確 認 し 、 併

せ て 内 部 統 制 の リ ス ク 評 価 シ ー ト で 管 理 す る こ と と し ま し

た 。

３ 高 教 政 第 626号

令 和 ３ 年 10月 28日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 教 育 長

定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ９ 月 10日 付 け ３ 高 監 報 第 ７ 号 で 報 告 の あ り ま し た 定 期

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 等 に つ い て 、 下 記 の と お り 措 置 し ま

し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

記

機 関 名 ： 小 中 学 校 課

(１ ) 指 摘 事 項

30万 円 以 上 の 物 品 購 入 に 当 た り 、 ２ 人 以 上 の 者 か ら 見 積 書

を 徴 す る 必 要 が あ る に も か か わ ら ず 、 １ 者 の 見 積 書 し か 徴 し

て い な か っ た 。

こ れ は 、 随 意 契 約 に よ ろ う と す る と き は 、 ２ 人 以 上 の 者 か

ら 見 積 書 を 徴 さ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 契 約 規 則

（ 昭 和 39年 高 知 県 規 則 第 12号 ） 第 32条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切

な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

関 係 法 令 や 規 則 等 に つ い て 、 担 当 の 認 識 が 十 分 で な か っ た

こ と や 、 決 裁 過 程 で の チ ェ ッ ク が 不 十 分 で あ っ た こ と に よ る

も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

所 属 職 員 に 対 し て 、 30万 円 以 上 の 物 品 を 購 入 す る 場 合 は ２

人 以 上 の 者 か ら 見 積 書 を 徴 さ な け れ ば な ら な い こ と を 周 知 徹

底 し ま し た 。

ま た 、 見 積 書 の 徴 取 漏 れ な ど を 防 ぐ 手 段 と し て 会 計 管 理 課

が 作 成 し て い る 「 収 入 ・ 支 出 事 務 の チ ェ ッ ク シ ー ト 」 を 活 用

し 、 総 務 担 当 者 及 び 管 理 職 員 等 が 毎 回 起 案 内 容 を し っ か り 確

認 す る こ と に よ り 、 再 発 防 止 に 努 め て ま い り ま す 。

機 関 名 ： 高 等 学 校 振 興 課

(１ ) 指 摘 事 項

令 和 元 年 度 高 知 県 県 立 学 校 昼 食 費 補 助 金 に お い て 、 消 費 税



仕 入 控 除 税 額 等 の 確 定 に 係 る 報 告 を 求 め て い な か っ た た め 、

補 助 金 の 返 還 が 行 わ れ て い な か っ た 。

高 知 県 県 立 学 校 昼 食 補 助 金 交 付 要 綱 第 10条 第 ３ 項 に お い

て 、 実 績 報 告 書 を 提 出 し た 後 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告

に よ り 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 が 確 定 し た と

き は 、 そ の 金 額 を 速 や か に 高 知 県 教 育 長 に 報 告 す る と 定 め ら

れ て い る に も か か わ ら ず 、 補 助 事 業 者 か ら 報 告 を 受 け て い な

か っ た こ と に よ り 、 本 来 、 行 う べ き 補 助 金 の 返 還 手 続 が さ れ

て お ら ず 、 過 払 が 生 じ て い る も の で あ る 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事

務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 経 費 を 支 弁 す る と 定 め た 、 地 方 自

治 法 第 232 条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ

る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必 要

な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ く 事 務 手 続 き の 認 識 不 足 に よ

り 、 消 費 税 仕 入 控 除 額 等 報 告 書 の 提 出 を 求 め る こ と を 失 念 し

て い た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

指 摘 を 受 け た 後 、 す み や か に 事 業 者 に 対 し て 、 当 該 補 助 金

に 係 る 消 費 税 確 定 申 告 状 況 を 確 認 す る と と も に 、 当 該 補 助 金

に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 額 等 報 告 書 の 提 出 を 求 め ま し た 。 事 業

者 か ら の 報 告 書 提 出 後 、 提 出 さ れ た 報 告 書 を 精 査 し 、 補 助 金

の 返 還 手 続 き を 進 め て い ま す 。

ま た 、 所 属 職 員 に 対 し て 今 回 の 指 摘 内 容 の 情 報 共 有 を 図

り 、 適 切 な 事 務 処 理 の 周 知 徹 底 を 行 う と と も に 、 内 部 統 制 制

度 に お け る 注 意 す る 内 容 と し て 位 置 づ け 、 再 発 防 止 に 努 め て

ま い り ま す 。

高 公 委 発 第 52号

令 和 ３ 年 10月 14日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長

定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ９ 月 10日 付 け ３ 高 監 報 第 ７ 号 で 報 告 の あ り ま し た 定 期

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 に つ い て 、 別 紙 の と お り 措 置 し ま し

た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

別 紙

警 察 本 部

１ 指 摘 事 項

運 転 免 許 セ ン タ ー に お い て 、 令 和 ２ 年 12月 に １ 日 も 出 勤 し

て い な い 職 員 に 対 し て 、 本 来 支 給 す る こ と が で き な い 同 月 分

の 通 勤 手 当 を 支 給 し て い た 。

こ れ は 、 職 員 が 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 支

給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 期 間 の 全



日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な る と き は 、 当 該 支 給 単 位

期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 は 、 支 給 す る こ と が で き な い と 定 め

た 、 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 第 15条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事

務 処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け 必 要

な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

２ 原 因 又 は 理 由

月 例 報 告 登 録 時 に お い て 、 長 期 休 暇 取 得 者 に つ い て 係 間 で

の 情 報 共 有 及 び 複 数 の 職 員 に よ る チ ェ ッ ク 機 能 が 働 い て い な

か っ た こ と に よ り 、 不 支 給 の 登 録 が で き て い ま せ ん で し た 。

ま た 、 そ の 後 の 書 類 の 点 検 作 業 が 行 わ れ て い な か っ た た

め 、 過 年 度 処 理 と な っ た も の で す 。

３ 措 置 状 況

本 事 案 に つ い て は 、 本 年 ６ 月 、 戻 入 処 理 を 行 っ て い ま す 。

今 後 、 所 属 に お け る 係 間 で の 情 報 共 有 及 び 複 数 の 職 員 に よ

る チ ェ ッ ク を 徹 底 さ せ る な ど 、 適 正 な 事 務 処 理 に つ い て 指 導

し 、 同 種 事 案 の 再 発 防 止 に 努 め ま す 。


